
７．大久保町奥北野地区地区計画（概要）

区域の整備・開発及び保全の方針

地 区 計 画 の

目 標

 本地区は、JR 大久保駅南東約７００メートルに位置し、都市計画道路播磨中央幹
線に面した、土地区画整理事業施行地を中心とする交通利便性の高い地区である。

このため当地区では、土地区画整理事業によって形成される住宅市街地と周辺の既存

市街地とが調和した良好な居住環境の形成を誘導するとともに、維持・保全を図るこ

とを目標とする。

土 地 利 用 の

方 針

良好な住宅市街地の居住環境を創出するため、地区を３区分し、それぞれの方針に

より土地利用を誘導する。

（集合住宅地区）周辺の低層及び中層住宅地の居住環境に配慮した集合住宅地の形成

を図る。

（一般住宅地区）低層及び中層住宅を中心とした良好な住宅市街地の形成を図る。

（ 沿 道 地 区 ）周辺の居住環境や地区住民等の利便性に配慮した、適正な沿道

サービス施設等の誘導を図る。

地 区 施 設 の

整 備 の 方 針
土地区画整理事業により整備される道路、公園等の機能の維持保全に努める。

建 築 物 等 の

整 備 の 方 針

うるおいとゆとりある居住環境を創出するため、建築物等の整備方針を各地区の特

性に応じ次のように定める。

（集合住宅地区）周辺住宅地の居住環境に配慮した、良好な集合住宅地が形成される

よう、建築物等の規制・誘導を図る。

（一般住宅地区）低層及び中層住宅と生活利便施設が調和した良好な居住環境を形成

できるよう、建築物等の規制・誘導を図る。

（沿 道 地 区）地区住民等の利便性の向上を図るとともに、健全な市街地環境が形

成されるよう、建築物等の規制・誘導を図る。



地区整備計画（その１）

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

地 区 の

細 区 分

地区の

名 称
集合住宅地区 一般住宅地区 沿道地区

地区の

面 積
約２．１ha 約２．９ha 約２．0ha 

建 築 物 等 の

用 途 の 制 限

建築することが

できる建築物は、

次に掲げるものと

する。

１）共同住宅

２）自治会等の自

治活動の目的

の用に供する

ための集会所

その他これに

類する建築物

３）前各号に附属

するもの

建築することができる建築物は、

次に掲げるものとする。

1) 住宅又は共同住宅

2) 住宅で、延べ面積の 2分の１以上を
居住の用に供し、かつ次の各号の一

に掲げる用途を兼ねるもの（これら

の用途に供する部分の床面積の合

計が 50平方メートルを超えるもの

を除く。）

① 事務所

② 日用品の販売を主たる目的とす

る店舗又は食堂若しくは喫茶店

③ 理髪店、美容院、クリーニング

取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋

その他これらに類するサービス業

を営む店舗

④ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車

店、家庭電気器具店その他これら

に類するサービス業を営む店舗

（原動機を使用する場合にあって

は、その出力の合計が 0.75キロワ

ット以下のものに限る。）

⑤ 自家販売のために食品製造業

（食品加工業を含む。）を営むパン

屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他

これらに類するもの（原動機を使

用する場合にあっては、その出力

の合計が 0.75 キロワット以下の
ものに限る。）

⑥ 学習塾、華道教室、囲碁教室そ

の他これらに類する施設

⑦ 美術品又は工芸品を製作するた

めのアトリエ又は工房（原動機を

使用する場合にあっては、その出

力の合計が 0.75 キロワット以下

のものに限る。）

建築することが

できない建築物は、

次に掲げるものと

する。

１）ホテル又は旅館

２）マージャン屋、

ぱちんこ屋そ

の他これらに

類するもの 

３）カラオケボック

スその他これ

に類するもの 

４）畜舎で、その用

途に供する部

分の床面積の

合計が 15 平方

メートルを超

えるもの 

５）工場



地区整備計画（その２）

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

地 区 の

細 区 分

地区の

名 称
集合住宅地区 一般住宅地区 沿道地区

建 築 物 等 の

用 途 の 制 限

３）自治会等の自治活動の目的の用

に供するための集会所その他こ

れに類する建築物 

４）学校、図書館その他これらに類

するもの 

５）派出所その他これに類する公益

上必要な建築物 

６）病院、診療所 

７）公衆浴場 

８）店舗、飲食店その他これらに類

するもので、その用途に供する

部分が 2 階以下かつ床面積の合

計が 500 平方メートル以下のも

の 

９）老人ホーム、保育所、身体障害

者福祉ホームその他これらに類

するもの 

10）老人福祉センター、児童厚生施

設その他これらに類するもの 

11）前各号に附属するもの

建築物の建ぺい率

の 最 高 限 度
10 分の４ 

建 築 物 の 敷 地

面積の最低限度
500平方メートル

120 平方メートル 

 ただし、告示日において、現に存する敷地で建築物の敷

地面積の最低限度に満たないものについては、その全部を

一の敷地として使用する場合はこの限りではない。



地区整備計画（その３）

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

地 区 の

細 区 分

地区の

名 称
集合住宅地区 一般住宅地区 沿道地区

壁面の位置の制限

建築物の外壁若

しくはこれに代わ

る柱又は高さ２メ

ートルを超える門

若しくはへいは、

計画図に表示する

後退線からの距離

を２メートル以上

とする。 

１）建築物の外壁又はこれに代わる

柱の面から敷地境界線までの距

離は、0.6 メートル以上とする。

ただし、計画図に後退線の表示

がある場合は、道路又は水路境

界線から１メートル（告示日に

おいて、現に存する敷地で建築

物の敷地面積が 120 平方メート

ルに満たないものについては、

0.6 メートル）以上とする。 

２）前項に規定する距離に満たない

距離にある建築物又は建築物の

部分が次の各号の一に該当する

場合は、同項の規定は適用しな

い。 

①外壁又はこれに代わる柱の中

心線の長さの合計が３メート

ル以下であること。 

②物置その他これに類する用途

に供し、軒の高さが 2.3 メー

トル以下で、かつ、床面積の

合計が５平方メートル以内で

あること。 

建 築 物 の 高 さ

の 最 高 限 度
１５メートル

垣 又 は さ く の

構 造 の 制 限

道路に面する垣又はさくで高さが 1.4メートルを超えるものは、コンクリート
ブロック造、コンクリート造、補強コンクリートブロック造、レンガ造または

石造等としてはならない。ただし、門及び長さが２メートル以下の門の袖につ

いてはこの限りでない。


